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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　横方向の軸（１）回りに回転又は回動駆動される搬送体（２）の外周面に、側面が扁平
な錠剤（３）の周面を上下方向に向けた起立姿勢で収容するポケット部（４）を設け、上
記ポケット部（４）に支持された錠剤（３）の表面又は裏面に対して作業を行うことが可
能な錠剤の作業用搬送装置において、上記ポケット部（４）が、錠剤（３）が上方より収
容されることにより搬送方向前後への移動、該搬送方向に対して交差方向となる両側方へ
の移動及び姿勢変更が規制されるように搬送体（２）に凹設された凹部からなり、凹部の
搬送方向前方側の開放端に仰角を形成するように傾斜させて切欠状に形成されたガイド面
（４ｄ）を設けた錠剤の作業用搬送装置。
【請求項２】
　収容された状態の錠剤（３）の側面が側方に向かって露出するように凹部の両側壁に切
欠状の側方開放部（４ａ）を設けた請求項１の錠剤の作業用搬送装置。
【請求項３】
　収容された錠剤（３）の周面に、凹部の搬送方向前後及び左右両側面が接することによ
り、錠剤（３）の搬送方向前後及び両側方への移動と姿勢変更を規制する構造である請求
項１又は２の錠剤の作業用搬送装置。
【請求項４】
　凹部の内周面の横断面がＶ字形，角溝形，円弧状又は放物線状に形成された請求項１，
２又は３の錠剤の作業用搬送装置。
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【請求項５】
　搬送体（２）が円板状である請求項１，２，３又は４の錠剤の作業用搬送装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は各種の薬剤，化学剤，健康補助食品等の扁平形状に形成された錠剤の表面又
は裏面に印刷を施し又は表面を撮像により検査する等の作業を行う際に、錠剤を起立姿勢
にホールドして搬送する錠剤の作業用搬送装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　扁平形状の錠剤である扁平錠剤をホールドしながら搬送する装置としては、特許文献１
～４に示す技術が知られており、このうち特許文献１～３では錠剤の片側面のみが、同文
献４では両側面が露出する機構となっており、いずれの文献の発明も扁平錠剤を起立姿勢
で保持するために、ポケット部（凹部）のほかに錠剤の動きを案内又は規制するためのガ
イド部材や移動規制具が設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－９７８６５号公報
【特許文献２】特開２００１－３３３９２号公報
【特許文献３】特開２００７－１３７６３５号公報
【特許文献４】特開２００２－２９６１９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし上記特許文献１～４に示される従来技術では、既述のように扁平錠剤を起立方向
に固定的に保持するために、錠剤収容用のポケット部の他、搬送方向前後又は両側方側に
ガイド部材や移動規制具を設ける必要があり、機構が複雑で部品点数も増加し、組立やメ
ンテナンスも煩雑化するという欠点がある。
【０００５】
　またいずれの技術もガイド部材や移動規制具なしで錠剤の両側面を露出させて保持する
ことは出来ないほか、回転又は移動する搬送体のポケット部の開口部周縁が単純な孔状に
形成されているため、錠剤をポケット部に収容するための供給ガイドとポケット部の位置
関係と機構及び供給と搬送移動のタイミングに高い精度が求められる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するための本発明は、第１に、横方向の軸１回りに回転又は回動駆動さ
れる搬送体２の外周面に、側面が扁平な錠剤３の周面を上下方向に向けた起立姿勢で収容
するポケット部４を設け、上記ポケット部４に支持された錠剤３の表面又は裏面に対して
作業を行うことが可能な錠剤の作業用搬送装置において、上記ポケット部４が、錠剤３が
上方より収容されることにより搬送方向前後への移動、該搬送方向に対して交差方向とな
る両側方への移動及び姿勢変更が規制されるように搬送体２に凹設された凹部からなり、
凹部の搬送方向前方側の開放端に仰角を形成するように傾斜させて切欠状に形成されたガ
イド面４ｄを設けたことを特徴としている。
【０００７】
　第２に、収容された状態の錠剤３の側面が側方に向かって露出するように凹部の両側壁
に切欠状の側方開放部４ａを設けたことを特徴としている。
【０００８】
　第３に、収容された錠剤３の周面に、凹部の搬送方向前後及び左右両側面が接すること
により、錠剤３の搬送方向前後及び両側方への移動と姿勢変更を規制する構造であること
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を特徴としている。
【０００９】
　第４に、凹部の内周面の横断面がＶ字形，角溝形，円弧状又は放物線状に形成されたこ
とを特徴としている。
【００１０】
　第５に、搬送体２が円板状であることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１１】
　以上のように構成される本発明の装置は下記のような効果を奏する。
（１）ポケット部が錠剤を収容することにより搬送方向前後及び両側方への移動と姿勢変
更が規制されるので、従来のように扁平錠剤を起立方向に保持するためのガイド部材や移
動規制具が必要なくなる。
【００１２】
（２）凹部の側壁に切欠状の側方開放部を設けることによって錠剤の側面が露出するので
、上記ガイド部材や移動規制具を必要とせず、搬送しながら錠剤側面への印刷、側面の検
査等の作業ができる利点があり、凹部の両側壁の少なくとも一部を切欠くことにより、両
側面への印刷，検査等の作業が可能となる。
　また凹部上方の外周開放側から錠剤外周面への印刷や検査等の作業も可能である。
【００１３】
（３）収容された錠剤３の周面に、凹部の搬送方向前後及び左右両側面が接触するので、
搬送方向前後及び左右両側方への錠剤の移動や姿勢変更を防止しながら確実に固定保持さ
れ、各種作業も確実、正確に行われる。
【００１４】
（４）凹部内面はＶ字形，チャンネル状又は多角形等の各溝形，円弧状又は放物線状の溝
型に形成されるので、内部に収容された錠剤を左右両側から受止め、左右動を安定的に規
制する。
【００１５】
（５）凹部開放端前端側にガイド面が形成されているので、凹部の上方から錠剤を投入す
る際に、搬送体の凹部によるより広い範囲での確実な錠剤の受取りが可能であり、駆動時
における早い位相位置からの投入及び落下放出が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発の錠剤の作業用搬送装置を適用した搬送装置の基本的構成を概念的に示す側
面図である。
【図２】（Ａ）～（Ｃ）は、それぞれ搬送体に形成されたポケット部の構造を示す拡大側
面図，拡大平面図及び拡大正断面図である。
【図３】上記搬送装置の他の応用例を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下図示する例に基づき本発明の実施形態について説明する。
　図１は、本発の錠剤の作業用搬送装置を適用した搬送装置の基本的構成を概念的に示す
側面図であり、図２（Ａ）～（Ｃ）は、それぞれ搬送体に形成されたポケット部の構造を
示す拡大側面図，拡大平面図及び拡大正断面図である。前述した特許文献１等と同様に円
中心に挿通される横軸（軸）１によって回転駆動される起立円板状の搬送体２の周面には
、搬送体２の回転支点である横軸１に向かって窪んだ（図示する例では側面視円弧状に窪
んだ）凹部から構成されるとともにその内部に錠剤３を上方から収容するポケット部４が
、所定間隔（図示する例では等間隔）毎に、満遍なく複数配設されている。
【００１８】
　上記搬送体２の少なくとも上半部外周真上位置よりやや搬送下流側（搬送方向後方位置
）には、錠剤３を連続的に落下供給するように搬送上流側に向かって下方傾斜した供給路
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を形成する供給部（錠剤供給部）６の最下流側端である先端が臨んでいる。
【００１９】
　上記錠剤３は、表裏面が球面よりも平らな扁平に成形されて起立状態で表裏面が側面に
なる扁平形状に成形されている。ちなみに、図示する例では、起立状態で側面視円状且つ
平面視楕円状をなすように球体の両側面を扁平させたような形状に成形され、表裏面が球
体よりも若干平らな凸曲面をなすとともに、外周面が環状且つ円柱状周面をなしている。
ちなみに、表裏面がフラットな円盤状に形成された扁平形状の錠剤３も本発明への適用が
可能である。
【００２０】
　上記形状の多数の錠剤３は、供給方向に沿って一列状に配された状態で供給部６内に収
容され、搬送体２の正転方向（図１における時計回り方向）への回転に伴い、供給部６か
ら各ポケット部４に錠剤３が順次１個づつ供給される。具体的には、搬送体２が正転方向
に回転駆動されると、空のポケット部４が供給部６の先端に変位し、供給部６内の錠剤３
が自重によりポケット部４内に傾斜落下する一方で、搬送体２の正転方向への回転が停止
されると、ポケット部４内に収容された錠剤３によって、供給部６の先端の錠剤３が受止
められ、錠剤３の供給が停止される。
【００２１】
　ポケット部４に供給された錠剤３は、起立姿勢状態且つ搬送方向（搬送方向前後，前後
方向）への移動及び搬送方向に対して直交方向（交差方向）となる左右方向（左右側方，
側方）への移動が規制された状態で該ポケット部４に保持されて、搬送体２の正転方向へ
の回転によって下流側に搬送される。搬送される錠剤３は、搬送体２の直下位置よりも若
干搬送上流位置（搬送方向後方位置）で、自重によりポケット部４から放出落下させられ
、ボックス状又はホッパー状の回収部７内に受け取られ、次工程に回される。
【００２２】
　搬送体２の周縁部における供給部６側と錠剤回収部７側との間には、搬送途中の錠剤３
の左右両側面又はいずれかの側面に印刷を施す側面用印刷ヘッド（印刷部）８ａ，８ｂが
搬送体２に向かって配置され、さらにその上流側又は下流側の何れかの位置（図示する例
では、下流側）には、必要に応じポケット部４の開放端（上部）側より露出している錠剤
３の外周面に対して印刷を施す周面用印刷ヘッド（印刷部）９が搬送体２の中心向きに配
置されている。上記のような機構により、搬送途中、錠剤３の左右側面の片側又は両側と
、錠剤３の外周面とに必要な印刷が施される。
【００２３】
　図示する例では、搬送体２は合成樹脂製で、その外径を２００ｍｍ、板厚を４ｍｍ、ポ
ケット数を３０個とし、回転数は２９ｒｐｍに設定され、錠剤３の外周面である上記円柱
状周面の外径を９ｍｍとしている。そして、錠剤３の凸曲面状の各側面は印刷ヘッド８ａ
，８ｂによる印刷を可能にするため搬送体２から左右側方に僅かに突出する形状及び寸法
に形成されている。ちなみに、搬送体２の材料は、合成樹脂に限定されるものでは無く、
鉄やアルミ等の金属製のものであってもよい。
【００２４】
　次に、図２に基づき、ポケット部４について説明する。
　ポケット部４は、錠剤３の寸法、形状に対応する側面視で半円形をなす円弧状の底部を
形成し、さらに、半円状の内周面よりなる上記底部を、左右方向に横断する横断面で切断
した場合の形状が搬送体２の厚み方向中心に向かって楔状をなす横断面視Ｖ字形の凹溝４
ｃになる。ちなみに、図示する例ではこのＶ字形の谷形断面の角度は９０°に設定されて
いるが、この凹溝４ｃをなす内周面の横断面を、搬送体２の厚み方向中心に向かって窪ん
だ角溝形，円弧状又は放物線状に形成してもよい。
【００２５】
　このポケット部４の左右の各側壁を底部側から上方に向かって半円状に切欠くことによ
り、側方開放部４ａを形成している。くわえて、上述したように、このポケット部４は上
方から錠剤３を収容可能なように凹状に形成されていることから、搬送体２の回転支点か
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ら遠ざかる方向である外方側に向かって開放されており、これによって、外周開放部４ｂ
を形成している。
【００２６】
　すなわち、ポケット部４を構成する凹部は、前記凹溝４ｃと、外周側を開放する外周開
放部４ｂと、左右両側方を開放する側方開放部４ａとを備え、さらに外周開放部４ｂの搬
送方向前方開放端部には、側面視で搬送下流側に向かって外方に傾斜（仰角を形成）する
傾斜面をなすように切欠かれたガイド面４ｄが形成されてポケット部４の全体が構成され
ている。くわえて、傾斜面であるガイド面４ｄにも横断面視Ｖ字状、角溝状、円弧状又は
放物線状の凹溝４ｃが形成されている。
【００２７】
　上記凹溝４ｃは、ポケット部４内に錠剤３を収容した際、谷形の溝の両傾斜面（左右両
側面）が、錠剤３の両側面の下端部及び外周面に、両側から同時に接触（線接触）して錠
剤３を受止めることにより、錠剤３を凹溝４ｃの中心位置において、起立姿勢で、左右方
向への移動を規制した状態で、受止めて保持する。くわえて、側面視でポケット４をなす
凹部の底部側が半円形に形成されているため、錠剤３の外周面に少なくとも搬送方向前後
から接触（図示する例では、側面視で底部をなす内周面の全範囲を錠剤３の外周面に接触
）させて錠剤３の搬送方向前後の移動を規制する。ちなみに、凹溝４ｃは上記のように収
容された錠剤３を凹部内で位置決めして起立姿勢が保持すれば必ずしも上記形状に限定さ
れるものではなく、例えば錠剤３の外周面の下半部に面接触、線接触又は接触して搬送方
向前後の移動を規制するものであってもよい。
【００２８】
　上記ガイド面４ｄ及びガイド面４ｄの凹溝４ｃは、ポケット部４に錠剤３を投入供給す
る際に、その受取り範囲を拡大して確実に受取り収容するとともに、回収部７への排出を
容易にし、より確実に回収するために設けられたもので、ガイド面４ｄの凹溝４ｃはその
時錠剤３をポケット部４の幅方向中心への案内を確実に行う。
【００２９】
　なお、図示する錠剤３は中央に帯状の円柱（筒）面を有し、左右両側が球面よりも平た
い凸曲面状に膨出した形状のものを示したが、この他各辺が円弧状又は直線状の三角形の
各コーナー部をアールに形成したもの、側面視で該三角形や円形のもので両側面が平面的
に形成されたもの等一般に知られた周知の形状のものに応用可能である。そして、これら
の錠剤３の形状に対応し、凹溝４ｃの内周面の断面が円弧状、逆向きの放物線状のもの、
チャンネル状又は３個以上のコーナー角を有する角溝状等のものを選択することも可能で
ある。
【００３０】
　また、印刷部８ａ，８ｂ，９に代えて、画像処理によって外観検査を行うカメラ等の検
査装置を設けることも可能である。くわえて、印刷部８ａ，８ｂ，９を設けずに、搬送体
２による搬送過程で、開放された錠剤３の側面を乾燥させる乾燥作業を行ってもよい。
【００３１】
　次に、図３に基づき本発明の別実施形態について前述の例と異なる点を説明する。
　図３は、上記搬送装置の他の応用例を示す側面図である。同図に示す通り、第１の搬送
体２である第１搬送体２Ａに対して、第２の搬送体２である第２搬送体２Ｂを、やや低位
置で外接状態で近接するように配置している。そして、両搬送体２Ａ，２Ｂの近接箇所付
近で、第１搬送体２Ａから第２搬送体２Ｂに、錠剤３が受渡されるように、第１搬送体２
Ａの錠剤３放出箇所と、第２搬送体２Ｂの錠剤３供給箇所とが設定されている。このよう
に、複数の搬送体２を隣接配置し、搬送を繰返すことによって、印刷等の複数の作業を行
うことが容易になる。
【００３２】
　なお、ポケット部４の数は、図示する例では、１つの搬送体２に対して２０個であるが
、図１と同様に３０個に設定してもよく、図示する例に限定されるものではない。なお、
１つの搬送体２に２０個のポケット部４を等間隔に満遍なく設けた場合には、回転数を２
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５ｒｐｍに設定することが好ましい。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　この発明の錠剤の作業用搬送装置は、各種の薬剤，化学剤，健康補助食品等の扁平状の
錠剤の表面を検査し又は印刷を施す等の作業を行う装置である。
【符号の説明】
【００３４】
　　１　　横軸（軸）
　　２　　搬送体
　　３　　錠剤
　　４　　ポケット部（凹部）
　　４ａ　側方開放部
　　４ｄ　ガイド面

【図１】 【図２】
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